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１ 男女共同参画の組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 

副 市 長 
射水市男女共同参画庁内推進会議 

会 長： 副市長 

副会長： 教育長 

委 員： 部（局）長、消防長、会計管理者

者 

射水市男女共同参画審議会 

学識経験者、関係団体代表、公募市民 

（委員構成：１５名以内） 

市民生活部長 

地域振興・文化課 

協働・男女参画係 

幹 事 会 

・関係課長で構成(幹事長は市民生活部次長) 

・必要に応じてワーキンググループを設置 

事務局：地域振興・文化課 

男女共同参画推進委員 

（市民委員） 

 連 携 

諮 問 

答 申 
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＜基 本 的 施 策＞ 

◇基本計画    （施策の実施）     ◇報告 

 

          ◇調査・研究 

◇理解を深めるための措置 ◇自主的な推進活動に対する支援 

◇苦情及び相談への対応  ◇男女共同参画推進員への支援 

◇拠点施設の設置 

 

２ 射水市男女共同参画推進条例 

 

  男女共同参画社会の形成の推進について、市、市民、事業者等が主体的にその役割を理解し、 

協働して取り組むため、その法的根拠となる射水市男女共同参画推進条例を平成１８年１２月 

に公布しました。（平成１９年４月１日施行） 

 

＜条例の仕組み＞                           ※前文省略 

 

 

 

 

 

 

 

＜責   務＞ 

         市                市 民              事業者等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜基 本 理 念＞ 

①男女の人権の尊重           ④家庭生活における活動と他の活動の両立 

②社会における制度や慣行についての配慮 ⑤男女の生涯にわたる健康の確保 

③政策等の立案及び決定への共同参画   ⑥国際社会との協調 

 

◇総合的な施策の策定と実施 

◇市民、事業者等との連携 

◇必要な体制の整備 

◇あらゆる分野への積極的な

参画 

◇市の施策の理解と協力 

◇男女共同参画の体制整備 

◇市の施策の理解と協力 

＜男女共同参画の推進の阻害要因となる行為の禁止＞ 

◇性別による権利侵害の禁止    ◇公衆に情報を発信する場合の配慮 

 

＜男女共同参画審議会＞ 

男女共同参画の推進に関する  

必要な事項について 

調査・審議 

男男男女女女共共共同同同参参参画画画社社社会会会ののの実実実現現現   



第１章 男女共同参画の推進体制 

 

 3 

３ 射水市男女共同参画基本計画の体系図 

 

＜計画の体系＞ 

 

    ― 基本目標 －   － 課  題 －       － 施策の方向 － 

 

 （１）男女共同参画に関する意識啓発 

（２）男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進 

 

（１）女性の人権を尊重した表現の推進 

（２）男女間における暴力の防止 

 

（１）審議会、委員会等への女性の積極的登用 

（２）女性の人材育成と登用の推進 

 

（１）男女が共に参画する地域活動の推進 

（２）国際理解・国際交流の推進 

 

（１）雇用機会均等の普及促進 

（２）多様な働き方に対する支援 

（３）農林水産業・商工自営業における女性の参画促進 

 

（１）子育て支援体制の充実 

（２）介護支援体制の充実 

（３）ひとり親家庭の自立支援 

（１）生涯を通じた心身の健康支援 

（２）母性保護と健康支援 

（３）高齢者等の社会参画に対する支援 

       

                 ○ 推進体制の整備 

 ○ 国・県・関係機関との連携 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

男

女

共

同
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画

社

会

の

実

現 

 

 

 

 

 

Ⅰ 

人権を尊重した

男女共同参画の

意識づくり 

Ⅱ 

あらゆる分野へ

の男女共同参画

の促進 

Ⅲ 

健康でいきいき

と暮らせる環境

整備 

１ 男女共同参画の理解と 

意識形成 

２ 男女の人権の尊重 

１ 政策・方針決定の場への 

女性の参画促進 

２ 地域社会における男女 

共同参画の推進 

３ 雇用や就労における男女 

  平等の推進 

１ 家庭生活と社会活動の 

  両立支援 

２ 生涯を通じた健康づくり 

計画の推進体制 


